
 

平成３０年４月２６日 

各  位 

会 社 名 株式会社アイチコーポレーション 

代表者名 取締役社長 三 浦  治 

（コード番号６３４５ 東証・名証第一部） 

問合せ先 総 務 部 長 三 井 田  哲 

（ＴＥＬ  ０４８－７８１－１１１１） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、本年６月開催予定の第 70 回定時株主総会での承認を前提として、監査

等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。監査等委員会設置会社へ移行するため、同定時株主総会に

おいて定款一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会

社への移行に関するお知らせ」および「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示

しております。 

 

記 

 

 １．定款変更の目的 

（１）経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能にすることを 

  目的として監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関す 

  る規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うも 

  のであります。 

 

（２）経営体制の透明化および説明責任の明確化を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の 

強化を目的として名誉会長制度を廃止するため、名誉会長に関する規定の削除を行うもの 

であります。 

 

（３）上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

定款変更の具体的な内容は、別紙のとおりとなります。 

 

以  上 

 

 

 



（別 紙） 

定款一部変更案 

（下線部は、変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

 

（商号） 

第１条   当会社は株式会社アイチコーポレーション

と称し、英文では AICHI CORPORATIONと表 

示する。 

 

（目的） 

第２条       （省略） 

１．～ ６． 

 

 

第２章 株式 

 

（単元未満株主の権利制限） 

第９条       （省略） 

会社法第 189条第２項各号に掲げる権利。 

取得請求権付株式の取得を請求する権利。 

募集株式または募集新株予約権の割当を 

受ける権利。 

前条に規定する単元未満株式の買増しを 

請求する権利。 

 

（株主名簿管理人） 

第 11条       （省略） 

２． 株主名簿管理人およびその事務取扱場所 

は、取締役会の決議により選定する。 

 

（基準日） 

第12条   当会社は、毎年３月31日の最終の株主名 

簿に記載または記録された議決権を有す 

る株主をもって、その事業年度に関する 

定時株主総会において権利を行使できる 

株主とする。本定款に定めのある場合の 

ほか必要あるときは取締役会の決議によ 

りあらかじめ公告して、臨時に基準日を 

定めることができる。 

 

 

 

第３章 株主総会 

 

（招集） 

第 13条  定時株主総会は、事業年度の終了後３ヶ 

月以内に招集する。臨時株主総会は、必 

要がある場合に招集する。 

 

 

 

第１章 総則 

 

（商号） 

第１条   当会社は、株式会社アイチコーポレーショ

ンと称し、英文では AICHI CORPORATIONと

表示する。 

 

（目的） 

第２条     （現行どおり） 

(１) ～ (６) 

 

 

第２章 株式 

 

（単元未満株主の権利制限） 

第９条     （現行どおり） 

(１)   （現行どおり） 

(２)   （現行どおり） 

(３)   （現行どおり） 

 

(４)   （現行どおり） 

 

 

（株主名簿管理人） 

第 11条     （現行どおり） 

２     （現行どおり） 

 

 

（基準日） 

第12条   当会社は、毎年３月31日の最終の株主名 

簿に記載または記録された議決権を有す 

る株主をもって、その事業年度に関する 

定時株主総会において権利を行使できる 

株主とする。 

２  本定款に定めのある場合のほか必要ある 

ときは取締役会の決議によりあらかじめ 

公告して、臨時に基準日を定めることが 

できる。 

 

 

第３章 株主総会 

 

（招集） 
第 13条  定時株主総会は、事業年度の終了後３ヶ 

月以内に招集する。 

２  臨時株主総会は、必要がある場合に招集 

   する。 

 

 



（議長） 

第 14条  株主総会の議長は、社長がこれにあたる。 

 

社長に事故あるときは、他の取締役がこ 

れにあたる。 

 

 

 

（議決権の代理行使） 

第 16条  株主は、当会社の議決権を有する他の株 

     主を代理人として、その議決権を行使す 

ることができる。 

 

 

 

（決議） 

第 17条  株主総会の決議は、法令および定款に別 

     段の定めある場合を除き、出席した議決 

権を行使することができる株主の議決権 

の過半数をもってこれをおこなう。会社 

法第 309条第２項に定める決議は、議決 

権を行使することができる株主の議決権 

の３分の１以上を有する株主が出席し、 

その議決権の３分の２以上でおこなう。 

 

 

第４章 取締役および取締役会 

 

（定員） 

第 19条  当会社の取締役は、15名以内とする。 

 

（新設） 

 

 

 

（取締役の選任） 

第 20条       （新設） 

 

 

取締役の選任については、議決権を行使 

することができる株主の議決権の３分の 

１以上を有する株主が出席し、その議決 

権の過半数の決議によってこれをおこな 

う。 

取締役の選任については、累積投票によ 

らないものとする。 

 

（取締役の任期） 

第 21条  取締役の任期は、選任後１年以内に終了 

     する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までとする。 

 

 

 

（株主総会の招集権者および議長） 

第 14条  株主総会は、取締役社長がこれを招集し、 

議長となる。 

２  取締役社長に事故あるときは、取締役会 

   においてあらかじめ定めた順序に従い、 

他の取締役が株主総会を招集し、議長と 

なる。 

 

（議決権の代理行使） 

第 16条  株主は、当会社の議決権を有する他の株 

     主１名を代理人として、その議決権を行 

使することができる。ただし、株主また 

は代理人は、代理権を証明する書面を当 

会社に提出しなければならない。 

 

（決議） 

第 17条  株主総会の決議は、法令および定款に別 

     段の定めある場合を除き、出席した議決 

権を行使することができる株主の議決権 

の過半数をもってこれを行う。 

２  会社法第 309条第２項に定める決議は、 

   議決権を行使することができる株主の議 

   決権の３分の１以上を有する株主が出席 

し、その議決権の３分の２以上で行う。 

 

 

第４章 取締役および取締役会 

 

（取締役の数） 

第 19条  当会社の取締役（監査等委員であるもの 

        を除く。）は、10名以内とする。 

２   当会社の監査等委員である取締役（以下 

「監査等委員」という。）は、５名以内 

とする。 

 

（取締役の選任） 

第 20条  取締役は、監査等委員とそれ以外の取締 

     役を区別して株主総会の決議によって選

任する。 

２  取締役の選任については、議決権を行使 

   することができる株主の議決権の３分の 

   １以上を有する株主が出席し、その議決 

権の過半数の決議によってこれを行う。 

 

３     （現行どおり） 

 

 

（取締役の任期） 

第 21条  取締役（監査等委員であるものを除く。 

）の任期は、選任後１年以内に終了する 

事業年度のうち最終のものに関する定時 

株主総会終結の時までとする。 

 

 



（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（代表取締役） 

第 22条  当会社は、取締役会の決議によって、代 

表取締役を選定する。 

 

代表取締役は会社を代表し、会社の業務 

を執行する。 

 

（役付取締役） 

第 23条  取締役会の決議により、会長、社長、副 

社長各１名、専務取締役、常務取締役各 

若干名を定めることができる。 

 

 

 

（名誉会長） 

第 24条  取締役会の決議により、名誉会長１名を 

定めることができる。 

 

（取締役会の招集） 

第 25条  取締役会は社長が招集し、その議長にあ 

     たる。社長に事故あるときは、他の取締 

役が招集し、その議長にあたる。 

 

 

 

 

取締役会の招集の通知は、各取締役およ 

び各監査役に対し、会日の３日前にこれ 

を発する。ただし、緊急の必要があると 

きは、これをさらに短縮することができ 

る。 

取締役会は、取締役および監査役の全員 

の同意があるときは、招集の手続を経な 

いで開くことができる。 

 

（取締役会の決議） 

第 26条  取締役会の決議は、取締役の過半数が出 

     席し、出席した取締役の議決権の過半数 

をもってこれをおこなう。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第 27条  当会社は、会社法第 370条の要件を充た 

     したときは、取締役会の決議があったも 

のとみなす。ただし、監査役が異議を述 

べたときはこの限りでない。 

 

２  監査等委員の任期は、選任後２年以内に 

   終了する事業年度のうち最終のものに関 

   する定時株主総会終結の時までとする。 

３  任期満了の前に退任した監査等委員の補 

欠として選任された監査等委員の任期は、 

退任した監査等委員の任期の満了する時 

までとする。 

      

（代表取締役） 

第 22条  当会社は、取締役会の決議によって、取 

締役（監査等委員であるものを除く。） 

の中から、代表取締役を選定する。 

２  代表取締役は、会社を代表し、会社の業 

務を執行する。 

 

（役付取締役） 

第 23条  当会社は、取締役会の決議によって、取 

締役（監査等委員であるものを除く。） 

の中から、取締役会長、取締役社長、取 

締役副社長各１名、専務取締役、常務取 

締役各若干名を定めることができる。 

 

 

（削除） 

 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第 24条  取締役会は、法令に別段の定めがある場 

     合を除き、取締役社長が招集し、議長と 

なる。 

２  取締役社長に欠員または事故あるときは、 

取締役会においてあらかじめ定めた順序 

に従い、他の取締役が取締役会を招集し、 

議長となる。 

３  取締役会の招集の通知は、各取締役に対 

し、会日の３日前までにこれを発する。 

ただし、緊急の必要があるときは、これ 

を短縮することができる。 

 

４  取締役の全員の同意があるときは、招集 

   の手続を経ないで取締役会を開くことが 

   できる。 

 

（取締役会の決議の方法） 

第 25条  取締役会の決議は、議決に加わることが 

     できる取締役の過半数が出席し、その過 

半数をもってこれを行う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第 26条  当会社は、会社法第 370条の要件を充た 

     したときは、取締役会の決議があったも 

のとみなす。 

 

 



 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（取締役の責任免除） 

第 29条       （省略） 

（省略） 

 

 

第５章  監査役および監査役会 

 

（監査役および監査役会の設置） 

第 30条  当会社は、監査役および監査役会を置く。 

 

（定員） 

第 31条  当会社の監査役は、５名以内とする。 

    

（監査役の選任） 

第 32条  監査役は、株主総会の決議によって選任 

     する。監査役の選任決議は、議決権を行 

使することができる株主の議決権の３分 

の１以上を有する株主が出席し、その議 

決権の過半数をもっておこなう。 

 

（監査役の任期） 

第 33条  監査役の任期は、選任後４年以内に終了 

     する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までとする。 

 

（補欠） 

第 34条  補欠により選任された監査役の任期は、 

     退任した監査役の任期の満了すべき時ま 

     でとする。 

 

（常勤の監査役） 

第 35条  監査役会は、監査役の中から常勤の監査 

     役を選定する。 

 

（監査役会の招集） 

第 36条  監査役会は各監査役がこれを招集する。 

監査役会の招集の通知は、各監査役に対 

し、会日の３日前にこれを発する。 

ただし、緊急の必要があるときは、これ 

をさらに短縮することができる。 

（業務執行の決定の取締役への委任） 

第 27条  当会社は、会社法第 399条の 13第６項の 

規定により、取締役会の決議によって重 

要な業務執行（同条第５項各号に掲げる 

事項を除く。）の決定の全部または一部 

を取締役に委任することができる。 

 

（取締役の報酬等） 

第 29条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 

対価として当会社から受ける財産上の利 

益は、監査等委員とそれ以外の取締役と 

を区別して、株主総会の決議によって定 

める。 

 

（取締役の責任免除） 

第 30条     （現行どおり） 

２     （現行どおり） 

 

 

第５章  監査等委員および監査等委員会 

 

（監査等委員会の設置） 

第 31条  当会社は、監査等委員会を置く。 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（常勤の監査等委員） 

第 32条  監査等委員会は、監査等委員の中から常 

     勤の監査等委員を選定することができる。 

 

（監査等委員会の招集） 

第 33条       （削除） 

監査等委員会の招集の通知は、各監査等 

委員に対し、会日の３日前までにこれを 

発する。ただし、緊急の必要があるとき 

は、これを短縮することができる。 



監査役会は、監査役の全員の同意がある 

ときは、招集の手続を経ないで開くこと 

ができる。 

 

（監査役会の決議） 

第 37条  監査役会の決議は、法令に別段の定めあ 

     る場合を除き、監査役の過半数をもって 

これをおこなう。 

 

（監査役会規則） 

第 38条  監査役会に関する事項については、法令 

または定款に定めるもののほか監査役会 

     で定める監査役会規則による。 

  

 

（監査役の責任免除） 

第 39条  当会社は、監査役（監査役であった者を 

     含む。）の会社法第 423条第１項の責任 

につき、善意でかつ重大な過失が無い場 

合は、取締役会の決議をもって、法令の 

定める限度額の範囲内で、その責任を免 

除することができる。 

当会社は、監査役との間で、当該監査役 

の会社法第 423条第１項の責任につき、 

善意でかつ重大な過失がないときは、法 

令が定める額を限度として責任を負担す 

る契約を締結することができる。 

 

 

第６章 会計監査人 

 

第 40条～第 41条  （省略） 

 

（会計監査人の任期） 

第 42条  会計監査人の任期は、選任後１年以内に 

終了する事業年度のうち最終のものに関 

する定時株主総会終結の時までとする。 

会計監査人は、前項の定時株主総会にお 

いて別段の決議がされなかったときは、 

当該定時株主総会において再任されたも

のとみなす。 

 

 

第７章 計算 

 

第 43条～第 45条  （省略） 

 

（期末配当金および中間配当金の除斥期間） 

第 46条  期末配当金および中間配当金が支払開始 

の日から満３年を経過しても受領されな 

いときは、当会社は支払の義務を免れる 

ものとする。未払いの期末配当金および 

中間配当金には利息を付さない。 

 

２  監査等委員の全員の同意があるときは、 

   招集の手続を経ないで監査等委員会を開 

   くことができる。 

 

（監査等委員会の決議の方法） 

第 34条  監査等委員会の決議は、議決に加わるこ 

     とができる監査等委員の過半数が出席し、

その過半数をもってこれを行う。 

 

（監査等委員会規則） 

第 35条  監査等委員会に関する事項については、 

法令または定款に定めるもののほか監査 

等委員会で定める監査等委員会規則によ 

る。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 会計監査人 

 

第 36条～第 37条（現行どおり） 

 

（会計監査人の任期） 

第 38条  会計監査人の任期は、選任後１年以内に 

     終了する事業年度のうち最終のものに関 

     する定時株主総会終結の時までとする。 

２  会計監査人は、前項の定時株主総会にお 

   いて別段の決議がされなかったときは、 

当該定時株主総会において再任されたも 

のとみなす。  

 

 

第７章 計算 

 

第 39条～第 41条（現行どおり） 

 

（期末配当金および中間配当金の除斥期間） 

第 42条  期末配当金および中間配当金が支払開始 

の日から満３年を経過しても受領されな 

いときは、当会社は支払の義務を免れる 

ものとする。 

２  未払いの期末配当金および中間配当金に 

は利息を付さない。 



（新設） 

 

 

（新設） 

附則 

 

（監査役の責任免除等に関する経過措置） 

当会社は、2018年６月開催の第70回定時株 

主総会終結前の行為に関する会社法第 423 

条第１項所定の監査役（監査役であった者 

を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度 

において、取締役会の決議によって免除す 

ることができる。 

２  2018年６月開催の第70回定時株主総会終結 

前の監査役（監査役であった者を含む。） 

の行為に関する会社法第 423条第１項の賠 

償責任を限定する契約については、当該行 

為に関する限り、なお同定時株主総会の決 

議による変更前の定款第39条の定めるとこ 

ろによる。 

３  本附則は、2028年６月20日をもって削除す 

る。 

以  上 


